
臆

俺

牡

卸

桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

21.  8.  15
　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
と
、

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
以

下
、
被
保
険
者
証
）
が
交
付
さ
れ

ま
す
。
現
在
ご
使
用
の
被
保
険
者

証
は
、
９
月　

日
（
水
）
で
有
効

３０

期
限
が
切
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、

９
月
下
旬
に
は
、
更
新
さ
れ
た
新

し
い
被
保
険
者
証
を
送
付
す
る
予

定
で
す
。

　

こ
の
被
保
険
者
証
は
、
原
則
普

通
郵
便
で
送
付
し
て
い
ま
す
が
、

希
望
す
る
方
に
は
簡
易
書
留
郵
便

で
送
付
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

簡
易
書
留
郵
便
を
希
望
す
る
方

は
９
月　

日
（
木
）
ま
で
に
、
電

１０

話
で
保
険
年
金
課
国
保
年
金
資
格

係
緯
４
７
０
・
７
７
３
２
、
ま
た

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
申
請
書
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
」
サ
イ
ト
か
ら
「
被

保
険
者
証
更
新
に
伴
う
簡
易
書
留

郵
便
交
付
申
請
書
」
を
取
得
の
上
、

〒
２
０
３
献
８
５
５
５
、
市
役
所

保
険
年
金
課
国

保
年
金
資
格
係

あ
て
郵
送
ま
た

は
フ
ァ
ク
ス

（
４
７
０
・
７

８
０
５
）
で
送

信
し
て
く
だ
さ

い
。

　

※
申
し
出
が
な
い
場
合
は
、
普

通
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
係
へ
。

か
ら
利
用
し
た
い
方
も
、
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
８
月　

日
（
土
）
午
後

２９

２
時
～
３
時
半

　
【
会
場
】
中
央
公
民
館
ホ
ー
ル

　

詳
し
く
は
同
館
緯
４
７
３
・
７

８
１
１
へ
。

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
関
す
る
説

明
会
も
併
せ
て
行
い
ま
す
。
こ
れ

　

公
民
館
で
は
、
利
用
し
や
す
い

施
設
を
目
指
し
て
、
利
用
い
た
だ

く
皆
さ
ん
と
の
懇
談
会
を
開
催
し

ま
す
。
施
設
や
設
備
・
備
品
、
施

設
予
約
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と

等
、
今
後
の
サ
ー
ビ
ス
改
善
に
向

け
た
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、
中
央
公
民
館
は
、　

年
４

２２

月
か
ら
「
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
」

へ
衣
替
え
と
と
も
に
、
指
定
管
理

者
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
り

　

○障
 

（
都
の
心
身
障
害
者
医
療
費

助
成
制
度
）
は
、
左
表
の
所
得
制

限
基
準
額
を
基
に
、
所
得
の
判
定

を
行
い
、
現
在
受
給
し
て
い
る
方

に
９
月
１
日
か
ら
の
○障
 

を
８
月
下

旬
に
郵
送
し
ま
す
（
所
得
超
過
の

方
等
を
除
く
）。

　

現
在
○障
 

を
お
持
ち
で
な
い
方
で

受
給
資
格
が
生
じ
た
方
は
、
障
害

福
祉
課
（
市
役
所
１
階
）
へ
申
請

が
必
要
で
す
。
申
請
に
必
要
な
書

類
等
は
、
健
康
保
険
証
、
認
め
印

（
ス
タ
ン
プ
式
を
除
く
）、身
体
障

害
者
手
帳
ま
た
は
愛
の
手
帳
、
１

月
２
日
以
降
に
市
内
に
転
入
し
た

方
は　

年
度
住
民
税
課
税
（
非
課

２１

税
）
証
明
書
で
す
。
な
お
、
申
請

が
な
い
場
合
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

　

○障
 

は
所
得
や
住
民
税
の
課
税
状

況
に
よ
り
、
医
療
機
関
で
の
自
己

負
担
（
保
険
診
療
分
）
が
１
割
も

し
く
は「
０
」

に
な
る
制
度

で
す
。

　

○障
 

の
対
象

者
は
、
各
種

医
療
保
険
に

加
入
し
て
い
る
、
①
身
体
障
害
者

手
帳
１
～
２
級
、
内
部
障
害
の
３

級
②
愛
の
手
帳
１
、
２
度
の
方
で

す
（
所
得
制
限
あ
り
）。
な
お
、　
６５

歳
以
上
で
、
初
め
て
①
②
に
該
当

す
る
こ
と
に
な
っ
た
方
、
生
活
保

護
世
帯
に
属
す
る
方
、
長
寿
医
療

制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）

を
受
給
し
住
民
税
が
課
税
の
方
、

○乳
 

（
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
）

を
受
給
し
て
い
る
方
は
受
給
で
き

ま
せ
ん
（
○乳
 

が
消
滅
し
た
方
は
、

○障
 

を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

同
課
へ
問
い
合
せ
て
く
だ
さ
い
）。

ま
た
、
小
学
生
～
中
学
生
の
障
害

者
が
○障
 

を
受
給
し
た
場
合
、
既
に

○子
 

（
義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助

成
制
度
）
を
お
持
ち
の
方
は
、
子

育
て
支
援
課
助
成
係
（
市
役
所
２

階
、
緯
４
７
０
・
７
７
３
６
）
へ

○子
 

を
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
管
理
係

緯
４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

難
病
者
福
祉
手
当

　

市
で
は
、
難
病
に
か
か
っ
て
い

る
方
を
対
象
に
、
難
病
者
福
祉
手

当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

支
給
対
象
は
、
都
で
実
施
し
て

い
る
難
病
医
療
費
等
助
成
制
度
の

対
象
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
在
宅

の
方
で
、所
得
制
限
限
度
額
内（
上

表
参
照
）
に
該
当
す
る
方
で
す
。

手
当
額
は
、
月
額
５
０
０
０
円
で
、

支
給
月
は
６
月
・
９
月
・　

月
・

１２

翌
年
３
月
の
年
４
回
で
す
。
た
だ

し
、「
児
童
育
成
手
当
の
障
害
手

当
」「
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
」「
障

害
者
福
祉
手
当
」
を
受
給
し
て
い

る
方
と
施
設
入
所
の
方
は
、
手
当

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

申
請
は
障
害
福
祉
課
（
市
役
所
１

階
）
で
受
け
付
け
ま
す
。
な
お
、

現
在
受
給
中
の
方
は
手
続
き
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
地
域
支

援
係
緯
４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

（
月
）
～
９
月
７
日
（
月
）、
都
市

計
画
課
（
市
役
所
５
階
）
で

　

※
地
区
計
画
（
原
案
）
は
、
縦

覧
日
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
ま
す
。

　
【
意
見
書
の
提
出
期
間
】
土
曜
・

日
曜
日
を
除
く
８
月　

日
（
月
）

２４

～
９
月　

日
（
月
）

１４

　
【
説
明
会
の
日
時
・
会
場
】
８
月

　

日
（
月
）
午
後
６
時
半
～
８
時

２４半
、
第
五
小
学
校
体
育
館
で

　
【
持
ち
物
】
上
履
き

　

※
会
場
に
は
駐
車
場
が
あ
り
ま

せ
ん
。
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
土
地
利
用
計
画

担
当
緯
４
７
０
・
７
７
６
８
へ
。

　

今
回
の
募
集
住
宅
（
地
元
）
は
、

単
身
者
向
け
の
み
で
す
。

　
【
募
集
住
戸
】前
沢
二
丁
目
＝
２

戸
▼
幸
町
一
丁
目
＝
１
戸
▼
中
央

町
二
丁
目
＝
１
戸
▼
大
門
町
二
丁

目
＝
２
戸

　
【
申
し
込
み
資
格
】次
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
方
。
①　

歳
以
上
の

６５

単
身
者
②
市
内
に
３
年
以
上
居
住

③
所
得
が
定
め
ら
れ
た
基
準
額
内

で
あ
る
④
住
宅
に
困
っ
て
い
る
⑤

現
在
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
に
住
ん
で
い

な
い
⑥
暴
力
団
員
で
な
い

　
【
申
し
込
み
用
紙
等
の
配
布
】８

月　

日
（
月
）
～　

日
（
金
）
に
、

１７

２１

都
市
計
画
課
（
市
役
所
５
階
）、
上

の
原
・
ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各

連
絡
所
で
配
布
し
ま
す

　

申
し
込
み
は
８
月　

日
（
水
）

２６

ま
で
に
（
必
着
）、
募
集
案
内
に
折

り
込
み
の
申
込
用
紙
・
申
込
封
筒

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
都
市

計
画
課
あ
て
郵
送
を
。

　

※
窓
口
で
の
受
け
付
け
は
で
き

ま
せ
ん
。　

　

詳
し
く
は
同
課
計
画
調
整
担
当

緯
４
７
０
・
７
７
６
２
へ
。

職
員
課
保
健
師（
嘱
託
員
）

　

市
職
員
の
健
康
相
談
等
を
行
う

保
健
師
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
雇
用
期
間
】　

月
１
日
～　

年

１０

２２

３
月　

日
３１

　
【
勤
務
時
間
】
週
２
～
３
日
、
午

前
８
時
半
～
午
後
５
時　

分
１５

　
【
報
酬
】当
市
規
程
に
よ
る
報
酬

を
支
給
（
交
通
費
相
当
額
を
別
途

支
給
）

　
【
応
募
資
格
】保
健
師
の
資
格
を

有
す
る
方
。
年
齢
不
問

　
【
募
集
人
数
】
１
人

　

申
し
込
み
は
、
履
歴
書
（
顔
写

真
添
付
）
と
資
格
証
明
書
の
写
し

を
直
接
職
員
課
（
市
役
所
４
階
）

へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
書
類
選

考
後
、
面
接
の
上
、
決
定
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
給
与
福
利
担
当

緯
４
７
０
・
７
７
１
６
へ
。

　

２
０
０
９
東
久
留
米
市
平
和

事
業
「
平
和
の
千
羽
鶴
」
制
作

に
多
く
の
市
民
の
皆
さ
ん
に
ご

協
力
を
頂
き
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
平
和

へ
の
願
い
を
込
め
た
折
り
鶴
を

千
羽
鶴
に
仕
立
て
、
市
長
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
と
と
も
に
、
原
爆
被

爆
地
で
あ
る
広
島
市
と
長
崎
市

に
届
け
ま
し
た
。

　

来
年
度
も
実
施
す
る
予
定
で

す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
企
画
経
営
室
総
務

課
庶
務
担
当
緯
４
７
０
・
７
７

１
４
へ
。

付

加

年

金

を 

ご
存
じ
で
す
か

　

国
民
年
金
に
は
、
付
加
年
金

と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。
月

々
の
定
額
の
保
険
料
に
付
加
保

険
料
（
４
０
０
円
）
を
加
え
て

納
付
す
る
と
、
老
齢
基
礎
年
金

が
増
え
ま
す
。

　

付
加
年
金
の
受
給
額
は
２
０

０
円
×
付
加
保
険
料
納
付
月
数

と
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。
例
え

ば　

カ
月
、
付
加
保
険
料
を
納

１０

付
す
る
と
、
２
０
０
円
×　

カ
１０

月
＝
２
０
０
０
円
（
年
額
）
が

付
加
年
金
と
し
て
加
算
さ
れ
ま

す
。
付
加
保
険
料
は
国
民
年
金

第
一
号
被
保
険
者
の
方
の
み
、

申
し
込
み
が
で
き
ま
す
（
保
険

料
の
免
除
を
受
け
て
い
る
方
お

よ
び
国
民
年
金
基
金
加
入
者
の

方
は
、
加
入
で
き
ま
せ
ん
）。

　

付
加
保
険
料
の
支
払
い
は
、

申
し
込
み
を
し
た
月
分
か
ら
と

な
り
ま
す
。
希
望
す
る
方
は
、

早
め
に
市
保
険
年
金
課
（
市
役

所
１
階
）
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
武
蔵
野
社
会
保
険

事
務
所
緯
０
４
２
２
・　

・
１

５６

４
１
１
、
ま
た
は
市
保
険
年
金

課
緯
４
７
０
・
７
７
３
２
へ
。

市税等の納付にご協力ください

　８月３１日（月）は、市・都民税第２期、国
民健康保険税第２期・後期高齢者医療保険料
第２期の納期限です。最寄りの金融機関・ゆ
うちょ銀行（郵便局）でお納めください。
　詳しくは納税課緯４７０・７７２９へ。

皆さんのご協力で、多くの「平和皆さんのご協力で、多くの「平和のの
千羽鶴」が完成しまし千羽鶴」が完成しましたた

　※本人所得。ただし、碓障 をお持ちで２０歳
未満の方は、国民健康保険法の世帯主か社
会保険の被保険者の所得（本人が国民健康
保険法の世帯主か社会保険の被保険者であ
れば２０歳未満でも本人所得）。

碓障 と難病者福祉手当の
所得制限基準額

所得額扶養親族等の人数

３,６０４,０００円０人

３,９８４,０００円１人

４,３６４,０００円２人

４,７４４,０００円３人

５,１２４,０００円４人

５,５０４,０００円５人

国民健康保国民健康保険険
被保険者証被保険者証をを
一斉に更新しま一斉に更新しますす

ご希望の方には
簡易書留郵便で送付します

利
用
し
や
す
い
施
設
を
目
指
し
て

公
民
館
利
用
者
懇
談
会

公
民
館
利
用
者
懇
談
会
をを

開
催
し
ま

　
　
　
　
　
　
　

開
催
し
ま
すす

都
の
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制

都
の
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度度

○障
 

受
給
者
証
を
更
新
し
ま

受
給
者
証
を
更
新
し
ま
すす

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

市
平
和
事
業「
平
和
の
千
羽
鶴
」

　
　
　
　
　

を
制
作
し
ま
し
た

都
営
住
宅
の
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
（
高
齢
者
集
合
住
宅

都
営
住
宅
の
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
（
高
齢
者
集
合
住
宅
））

入
居
者
を
募
集
し
ま

入
居
者
を
募
集
し
ま
すす

８８
月月　

日
か
日
か
らら

１７１７

　
【
対
象
】配
偶
者
の
暴
力
か
ら
逃

れ
る
た
め
、
次
の
①
②
の
い
ず
れ

か
に
該
当
し
、
同
様
の
給
付
金
を

受
け
取
っ
て
い
な
い
方
。

　

①
基
準
日
（　

年
２
月
１
日
）

２１

時
点
で
東
久
留
米
市
内
に
住
民
登

録
が
あ
る
が
、
別
の
場
所
に
居
住

し
て
い
る
方

　

②
市
外
に
住
民
登
録
が
あ
る
が
、

　

消
費
者
セ
ン
タ
ー
で
は
次
の
２

日
間
、「
多
重
債
務
１
１
０
番
」
を

実
施
し
ま
す
。
多
重
債
務
で
お
困

り
の
方
は
、
一
人
で
悩
ま
ず
に
相

談
し
ま
し
ょ
う
。
多
重
債
務
相
談

は
、
こ
の
期
間
以
外
で
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
随
時
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　
【
日
時
】
９
月
７
日
（
月
）・
８

日
（
火
）
午
前　

時
～
正
午
、
午

１０

後
１
時
～
４
時

　
【
会
場
】
市
消
費
者
セ
ン
タ
ー

（
市
役
所
２
階
、生
活
文
化
課
内
）

　
【
実
施
形
態
】電
話
相
談
・
来
所

相
談
（
予
約
不
要
）

　

※
通
常
の
消
費
者
相
談
も
行
っ

て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
セ
ン
タ
ー
緯
４
７

３
・
４
５
０
５
へ
。

多
重
債
務
１
１
０
番

多
重
債
務
１
１
０
番
をを

実
施
し
ま

　
　
　
　
　
　
　

実
施
し
ま
すす

多
重
債
務
問
題
は
必
ず
解
決
し
ま
す

　

市
で
は
、
南
沢
五
丁
目
の
旧
第

一
勧
業
銀
行
グ
ラ
ン
ド
跡
地
を
含

む
周
辺
地
区
に
つ
い
て
、
地
区
計

画
（
原
案
）
の
縦
覧
と
説
明
会
を

行
い
ま
す
。

　

同
案
の
地
区
内
に
土
地
を
所
有

す
る
方
や
利
害
関
係
の
あ
る
方
は
、

市
長
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
【
縦
覧
の
日
程
等
】
８
月　

日
２４

説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説
明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明
会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
ををををををををををををををををををををを
実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実
施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施
ししししししししししししししししししししし
ままままままままままままままままままままま

説
明
会
・
縦
覧
を
実
施
し
ま
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

南
沢
五
丁
目
地
区
地
区
計
画
（
原
案
）

基
準
日
時
点
で
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク

バ
イ
オ
レ
ン
ス
（
Ｄ
Ｖ
）
被
害
の

た
め
、
市
内
に
居
住
し
て
い
る
方

（
申
請
に
は
Ｄ
Ｖ
被
害
を
受
け
て

い
る
こ
と
と
、
居
所
の
証
明
の
た

め
に
必
要
な
書
類
が
あ
り
ま
す
）

　

申
請
は
８
月　

日
（
月
）
～　

１７

１２

月　

日（
月
）に
、生
活
文
化
課（
市

２８
役
所
２
階
）
で
受
け
付
け
ま
す
。

　

申
請
方
法
等
、
詳
し
く
は
同
課

男
女
共
同
参
画
係
緯
４
７
０
・
７

７
３
８
へ
。

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス（
Ｄ
Ｖ
）被
害
を
受
け
て
い
る
方
に

定
額
給
付
金
・
子
育
て
応
援
特
別
手
当
の

　
　
　
　
　
　
　

相
当
額
を
給
付
し
ま
す


